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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸素透過率が１００ｍｌ／ｍ２・２４ｈｒ以上の無孔プラスチックフィルムからなる外
包材と、貫通孔を有するプラスチックフィルムからなる内包材とを、外包材と内包材の間
に空隙を有するように重ね合わせ、内包材の内面同士が対向するように外包材と内包材の
周縁部を接着して構成された包装袋の中に、酸素検知剤を封入してなる酸素検知剤包装体
。
【請求項２】
　外包材の水蒸気透過率が５０ｇ／ｍ２・２４ｈｒ・４０℃・９０％ＲＨ以下である請求
項１記載の酸素検知剤包装体。
【請求項３】
　外包材が、二軸延伸ポリプロピレンまたはポリエチレンテレフタレートのいずれかであ
る請求項１または２記載の酸素検知剤包装体。
【請求項４】
　内包材のガーレ式透気度が０．１ｓ／１００ｍｌ以上である請求項１から３いずれかに
記載の酸素検知剤包装体。
【請求項５】
　内包材が、無延伸ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート、または、無延伸ポリ
プロピレンまたはポリエチレンテレフタレートとポリエチレンとの積層体のいずれかに、
貫通孔を穿設したフィルムである請求項１から４いずれかに記載の酸素検知剤包装体。
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【請求項６】
　酸素検知剤の剤型が、粉末、錠剤またはシートのいずれかである請求項１～５いずれか
に記載の酸素検知剤包装体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主に食品分野において密封包装内または密封容器内の脱酸素状態を確認する
ために用いられる、酸素検知剤を封入してなる酸素検知剤包装体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　食品分野では、食品の酸化等による劣化を防止する手段として脱酸素剤を利用した保存
技術が普及しており、それに伴って包装系内の脱酸素状態を確認する目的で酸素検知剤も
利用されている。酸素検知剤としては、種々のものが知られているが、メチレンブルー等
の酸化還元色素をシリカ等の基材に担持させたものが広く使用されている。
【０００３】
　メチレンブルーを利用した酸素検知剤は、メチレンブルーが酸素の存在下で青色に変化
することを利用したものであるが、メチレンブルーは無酸素状態では無色（白色）である
ため、視認性向上のために赤色色素を混在させたものが普及している。このような酸素検
知剤は、無酸素状態では赤色、有酸素状態では青色を示すことになり、酸素の有無を容易
に確認できるようになっている。
【０００４】
　酸素検知剤は、通常、例えば特許文献１に記載されるように、フィルム袋に封入された
酸素検知剤包装体の形態とし、脱酸素剤の表面に貼付した形で利用されている。
【０００５】
　酸素検知剤包装体は一般に、流通に際しては、脱酸素剤と共にガスバリア性袋に入れて
脱気することにより、圧縮された真空状態で保管されているが、このような圧縮された状
態で保管されている酸素検知剤包装体においては、保管期間が長期間に亘ると、シリカ等
の基材に担持されたメチレンブルーや赤色色素が包装袋に転写し、包装袋が青色または赤
色に着色することがあった。例えば、包装材が青色に着色されると、無酸素状態で本来赤
色に視認されるべきところ、外観的に青色と視認されることから、酸素検知剤の役目を果
たさなくなるという問題が発生していた。
【０００６】
　一方、従来の酸素検知剤包装体が抱える別の問題として、高湿度下における利用が挙げ
られる。多くの酸素検知剤包装体は、酸素との反応速度を向上させるために、通常、包装
袋に貫通孔を設けているが、貫通孔を有する包装体を高湿度下で使用すると、酸素検知剤
が水分を吸収することによってメチレンブルーや着色用色素が染み出して保存食品に付着
し、商品価値を損なうという問題があった。
【０００７】
　このように、従来の酸素検知剤は高湿度下では使用が困難であり、特に水分活性が０．
９を超えるような高水分食品等では、酸素検知剤を用いて脱酸素状態を確認することがで
きなかった。
【０００８】
　また、高水分食品等に用いられる脱酸素剤には、酸素の吸収に伴い、炭酸ガスを発生す
るタイプのものがあり、このような脱酸素剤と共に従来の酸素検知剤包装体を用いると、
炭酸ガスの影響によりメチレンブルーの変色が不安定になる傾向があった。
【０００９】
　従って、長期保管時にも色素の転写が無く、高湿度下においても使用可能な酸素検知剤
包装体が望まれていた。
【特許文献１】特許第３３９２２７０号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、酸素検知剤に含まれる色素が包装材に転写することにより発生する視認不良
を防止すると共に、高水分食品等（高湿度下）においても使用可能な酸素検知剤を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者等は、酸素検知剤包装体について鋭意研究した結果、特定の材料からなる外包
材と内包材を用いて、外包材と内包材の間に空隙を有し、内包材の内面同士が対向するよ
うに周縁部を接着して包装袋を構成し、この包装袋に酸素検知剤を封入することにより、
保管中に酸素検知剤に含まれる色素が包装材に転写することによる視認不良が発生せず、
また高湿度下であっても色素が流出することなく脱酸素状態が容易に確認できることを見
出し、本発明を完成させるに至った。
【００１２】
　すなわち本発明は、酸素透過性を有する無孔プラスチックフィルムからなる外包材と、
貫通孔を有するプラスチックフィルムからなる内包材とを、外包材と内包材の間に空隙を
有するように重ね合わせ、内包材の内面同士が対向するように外包材と内包材の周縁部を
接着して構成された包装袋の中に、酸素検知剤を封入してなる酸素検知剤包装体を提供す
る。
【００１３】
　以下に本発明の実施形態について詳細に説明する。
　図１に示すように、本発明の酸素検知剤包装体は外包材１と内包材２との二重構造で構
成される。内包材２は内面同士が対向するように周縁部３で外包材１と共に接着され、外
包材１と内包材２の間には空隙４が設けられている。内包材２の内部には、酸化還元色素
を担体に担持させた酸素検知剤５が充填されている。
【００１４】
　外包材１は酸素透過性を有する無孔プラスチックフィルムからなる。外包材としては、
酸素透過率が１００ｍｌ／ｍ２・２４ｈｒ以上であり、且つ水蒸気透過率が５０ｇ／ｍ２

・２４ｈｒ・４０℃・９０％ＲＨ以下であるフィルムが好ましく、酸素透過率が１０００
～３０００ｍｌ／ｍ２・２４ｈｒであり、且つ水蒸気透過率が１～１０ｇ／ｍ２・２４ｈ
ｒ・４０℃・９０％ＲＨであるフィルムがより好ましい。
【００１５】
　酸素透過率が１００ｍｌ／ｍ２・２４ｈｒ未満の場合、酸素検知速度が低下する傾向が
あり、水蒸気透過率が５０ｇ／ｍ２・２４ｈｒ・４０℃・９０％ＲＨを超える場合、酸素
検知剤が過剰に水分を含むことにより視認性が悪化する傾向がある。
【００１６】
　このような酸素透過性を有する無孔プラスチックフィルムとしては、二軸延伸ポリプロ
ピレン（ＯＰＰ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）等が例示される。また、二軸
延伸ポリプロピレンとポリエチレン（ＰＥ）の積層フィルム等の積層フィルムを採用して
もよいが、その場合、積層フィルムとして上記酸素透過率および水蒸気透過率の条件を満
たすことが好ましい。
【００１７】
　外包材１としては強度、防水性および酸素透過性に優れ、且つコストバランスの点で有
利な二軸延伸ポリプロピレンの単層フィルムが特に好ましく使用される。
【００１８】
　尚、本発明において、酸素透過率は、ＪＩＳ　Ｚ　１７０７に規定される方法により測
定され、水蒸気透過率は、ＪＩＳ　Ｚ　０２０８　条件Ｂに規定される方法により測定さ
れる。
【００１９】
　外包材１に使用する無孔プラスチックフィルムの厚みは、５～５０μｍであるのが好ま
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しく、８～３０μｍであるのがより好ましい。外包材１の厚みが５μｍ未満の場合、強度
が不足し、ヒートシール時に破損しやすい傾向があり、５０μｍを超える場合には酸化反
応が遅くなる傾向がある。
【００２０】
　内包材２は貫通孔を有するプラスチックフィルムからなる。内包材２の貫通孔６の穿設
方法としては、例えば加熱針、剣山状の金属ブラシ金型、レーザー光等を用いた方法が採
用される。
【００２１】
　孔径は特に限定されず、又、穿設される貫通孔６の数は、孔径、酸素検知剤包装体のサ
イズ、酸素検知剤量などによって適宜定めればよいが、内包材のガーレ式透気度が０．１
ｓ／１００ｍｌ以上、好ましくは１～５０００ｓ／１００ｍｌ、より好ましくは５～２０
００ｓ／１００ｍｌとなるように、孔径及び孔数を設定するのが良い。内包材の透気度が
０．１ｓ／１００ｍｌ未満の場合、酸素検知速度が低下する傾向がある。また、内包材の
貫通孔の孔径が大きすぎると、フィルム強度が弱くなる。
【００２２】
　貫通孔６の形状についても限定されるものではないが、包装袋の強度の点で円形または
楕円形が好ましい。
【００２３】
　好ましい内包材２としては、無延伸ポリプロピレン（ＣＰＰ）、ポリエチレンテレフタ
レート（ＰＥＴ）、または、無延伸ポリプロピレンまたはポリエチレンテレフタレートと
ポリエチレンと（ＰＥ）の積層体のいずれかに、貫通孔６を穿設したフィルムが例示され
、強度やヒートシール性に優れ、コストバランスの点においても有利であることから、無
延伸ポリプロピレンの単層フィルムに貫通孔を穿設したフィルムまたはポリエチレンテレ
フタレートとポリエチレンの積層体に貫通孔を穿設したフィルムがより好ましく使用され
る。
【００２４】
　前記積層体を採用した場合には、酸素検知剤５と接する面がポリエチレンテレフタレー
トまたは無延伸ポリプロピレンとなるように使用される。ポリエチレンテレフタレートま
たは無延伸ポリプロピレンといった材料を酸素検知剤５と接する面に用いることにより、
圧縮状態で長期間保管されても色素の転写が防止され、酸素の有無を確実に視認すること
が可能となる。
【００２５】
　内包材２に使用する貫通孔を有するプラスチックフィルムの厚みは、１５～５０μｍで
あるのが好ましく、２０～３０μｍであるのがより好ましい。内包材２の厚みが１５μｍ
未満の場合には、強度不足となる傾向があり、５０μｍを超える場合には通気安定性が悪
化する傾向がある。
【００２６】
　本発明の酸素検知剤包装体においては、図１に示すように外包材１と内包材２とが完全
に密着（一体化）されず、接着部７によって部分的に接着した形態、または図４に示すよ
うに接着せずに重ね合わせた形態となっており、いずれも外包材１と内包材２の間に空隙
４を有している。外包材１と内包材２の間に空隙４を設けることによって、外包材１を通
過した酸素が阻害されることなく、内包材２の貫通孔を通過し、内部の酸素検知剤と反応
するため、速やかに脱酸素状態を確認することができる。
【００２７】
　なお、本発明において空隙とは外包材１と内包材２との間に空気が滞留しうる空間が存
在することを意味し、外包材１と内包材２とが部分的に接着されたものであっても、空気
が滞留しうるものは本発明の範囲に属する。
【００２８】
　部分的に接着する形態をとる場合、接着部分は図１に示す格子状の他、ストライプ状、
ドット状であってもよい。またこの場合、接着部７の総面積は、フィルム全体の面積に対
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し５～７５％とするのが好ましい。
【００２９】
　上述のような外包材１と内包材２との二重構造とすることにより、高水分食品などにお
いても良好な酸素検知速度を有すると共に、長期保管時にも色素の転写のない酸素検知剤
包装体が提供される。
【００３０】
　本発明の酸素検知剤包装体において周縁部３および接着部７の接着方法としては、ヒー
トシール、接着剤等の方法が挙げられるが、外包材１に単層フィルムを使用した場合、接
着剤による接着が好ましい。また、ヒートシールによる製袋方法には折り込み三方シール
および四方シールがあり、本発明においてはいずれの製袋方法でもよいが、様々なサイズ
の袋を効率良く製造できる点やヒートシール時のトラブルが少ない点で折り込み三方シー
ル包装体とするのが好ましい。
【００３１】
　本発明の酸素検知剤包装体において内部に封入する酸素検知剤に使用する酸化還元色素
としては、メチレンブルー、ニューメチレンブルー、ラウスバイオレット、メチレングリ
ーン等、従来から酸素検知剤に使用されているものを使用することができる。
【００３２】
　また、脱酸素状態を示すための着色用色素としては、赤色１０６号、赤色１０４号、赤
色１０２号等の色素が例示される。
【００３３】
　また、上記酸化還元色素を担持させる担体も、色素を担持させることが可能であれば特
に限定されず、シリカ、紙、糸、セルロースとシリカの混合物等、従来から酸素検知剤に
使用されているものを採用することができる。
【００３４】
　酸素検知剤の剤型としては、特に限定されないが、粉末、錠剤、酸素検知剤を濾紙等に
含浸させたシート等が使用できる。この中でも酸素との反応速度が速い点で粉末状の酸素
検知剤が好ましく採用される。
【００３５】
　以下、実施例により本発明を更に説明する。
【実施例】
【００３６】
実施例１および比較例１
酸素検知剤包装体の保管試験
試験方法：自力反応型脱酸素剤（４．５ｃｍ×４．０ｃｍ）の中央部に表１に示す酸素検
知剤包装体（３．０ｃｍ×２．０ｃｍ）をホットメルト接着剤にて貼付した酸素検知剤付
脱酸素剤２００個を酸素バリヤ性の包装袋に入れ、脱気した後、ヒートシーラーにて密封
し、室温で１ヶ月間保管した。次に、包装袋を開封し、酸素検知剤と空気を十分に反応さ
せた後、色素が内包材に転写し、視認不良が発生している個体数をカウントした。
【００３７】
【表１】

【００３８】
結果：本発明の酸素検知剤包装体では、色素の転写による視認不良が発生した個体は確認
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した個体が確認された。
【００３９】
実施例２および比較例２
酸素検知剤包装体の耐水試験
試験方法：水１０ｍｌを染み込ませた脱脂綿をバランスディッシュに入れ、その上に表１
に示す酸素検知剤包装体（３．０ｃｍ×２．０ｃｍ）を置き、自力反応型脱酸素剤と共に
酸素バリア性の包装袋に入れ、４０℃の恒温器内で５週間保存し、高湿度下での変化を確
認した。また、５週間経過後に包装袋を開封し、酸素検知機能を確認した。
【００４０】
結果：本発明の酸素検知剤包装体では５週間経過後も染み出し等の発生は確認されず、大
気中では速やかに青色に変色し、酸素検知機能が維持されていた。これに対し比較例の酸
素検知剤包装体では１週間経過後に色素が染み出し、脱脂綿が変色していた。また、未開
封の状態で青色に変化し、開封後も変化が無く、酸素検知機能が失われていた。結果を表
２に示す。
【００４１】
【表２】

【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明の酸素検知剤包装体の実施形態を示す断面図である。
【図２】本発明の酸素検知剤包装体に使用する包装フィルムの一例（外包材側）を示す斜
視図である。
【図３】本発明の酸素検知剤包装体に使用する包装フィルムの一例（内包材側）を示す斜
視図である。
【図４】本発明の酸素検知剤包装体の他の実施形態を示す断面図である。
【符号の説明】
【００４３】
　１　外包材
　２　内包材
　３　周縁部
　４　空隙
　５　酸素検知剤
　６　貫通孔
　７　接着部
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